
医療従事者の負担軽減及び処遇改善に関する取り組み事項

【病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取り組み事項】

１．医師と医療関係職種、医師と事務職員等におけるタスクシェアリング

・静脈採血等の実施 ・特定行為看護師の育成 ・入院説明の実施・検査説明の実施

・診療録代行入力や診断書等の文書作成補助 ・その他

２．外来業務の負担軽減 ・地域連携の強化 ・逆紹介の推進

３．勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施

４．予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮

５．交代勤務制・複数主治医制の実施

【看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取り組み事項】

当院では医療従事者の負担軽減及び処遇改善のため下記の取り組みを行っております。

６．看護職員と他職種におけるタスクシェアリング

・看護補助者 ・ペーシェントサービス ・薬剤師 ・臨床工学技士

７．看護補助者の夜間配置

８．有給休暇の取得の促進

【全職員に対する処遇の改善に関する取り組み事項】

９．妊娠・子育て中、介護中の職員に対する配慮

・院内保育所 ・産休、育休制度の充実 ・所定労働時間の制限・時間外労働の制限

・深夜業務の制限等

【全職員に対する取り組みの周知】

10．幹部管理会議・各部門長出席の連絡会議における周知

11．朝礼、院内掲示、院内連絡ネットワーク（Aipo）等における全体周知
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